
経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名 称)

日置市長 永山 山高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又又 壻アド)
令和 4
集 ]

林所有者 (甲 )
管理権を設定する森林の森

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

備考

本材の販売による収益から伐採等に

要する経費を控除してなお禾1益があ
る場合において甲に支払われるべき
金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の始期

経営管理権
の存統期間
(終期 )
(3)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)地 目

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

現況

林齢
地番 林班 小班番号 所  在

別添 3参照別添 2参照10年
(2032930)

別添 1参照0.47 すぎ 2022.10.138 22 山林
日

東市来町
養母

17010-4

″0.12 す ぎ 5138 27 山林7010-1

10

51



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)定を受ける森林 (A)

現沈

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

備 考
地 目
積

ａ

面
ｈ
現況
樹種所 在 地番 林班 小fJI番 号

0.47 す ぎ 5117010-4 38 22 it.lffi
日置市
東市来町
養母

す ぎ 5127 山林 0.1217010-1] 38

10

口置市長 永山 由高住

　

住
権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

篠慧) 1 こ の り事項は、 定する が異 る に は 、 すること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄 の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台ll■に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実浜1面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄 の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(3)欄 は、「〇年」又は「○○午○○月〇〇日までJと 記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

市伊集院町郡一丁猥100番地
(所在地)

県 回

(名称 )

口置市長 自  由
営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

又 は(又経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令不l14

集 3

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払うべき時

期、lll手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
1/D存続期

(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

況
種
現
樹
現況

林齢

経営管理権
の始期

林 IJIE /j、班 地 目
積

ａ

面

ｈ所 在 地番番号

別添 3参照別添 2参照2022,10.1
10年
(2032.9 30)

別添 1参 111 55 す ぎ 5738 56 山林17264 1

10



E)のる乙が経営管理 る森林 (A)

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考

地 目
面積

ha
現況

樹種
現況

林齢所 在 地番 林FJIE 小班番 号

57Irlf 1.55 す ぎ38 56
日置‖i

東市来町
養母

17264-1

10

日置市長 永山 由高住

　

住

印

　

印
権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記 注 (1)こ 男l は、経営 を る者が異なる場合には、 る こ

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 1面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載することc

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「〇〇年○○月○○日まで」と記載すること。

と



経 営 管 理 権 集 積 計 画

院町郡一丁目100番地
(所在地)

県日置市長

(名

露 永山 由高
設定を受ける市町

(乙 )

(住所又
令和 4
集 4 理権を設定する森林の森

者 (FF)

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期 FHO
(終期 )
(B)

地 目
積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹
現況
林齢地 番 林班 ノlヽ班番 号 所  在

別添 3参照別添 2参照卿1添 1参照す ぎ 41 2022.10.1
10年
(20321130)

54 山林 0 0617286 38

山林 1.03 ひのき 5139 35

す ぎ 51 ′′山林 0.80′′

10

備 考



重の部 A Eる 甲乙

現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類地番 林班 小班 地 目

積

ａ

面
ｈ
現況
樹種

同意 Fll
備考

番 号 所 在

0 06 す ぎ 41
日置市
東市来町
養母

17286 38 54 tllf

35 山林 1 03 ひのき 5117352-6 39

す ぎ 51山林 0.8017352-6

10

日置市長住

　

住

永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (lH~l上 )

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受けるrll町村 (乙 )

(1) こ は 、 を設 る 異なる には、 BI

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)襴 の「面積」は林地台帳に記載され,た地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された
‐
m~積が著しく事実と相違する場合には、

実演1面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合に|ま当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)lleの 「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄 は、「O年」又:ま 「○〇年〇〇月○○目まで」と記載すること。

と こと。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

島県露置市伊集院町郡一丁目100番地日置市長  永山 由高
定を受ける市町

(乙 )

住所又は所在地 )(氏名又は名称 )鷲讐避構を設定する森林の森
者 (甲 )

理
号

整
番

令和 4
集 5

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

木材の販売による収益から伐採等

に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

現況̂
林齢

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)
小IJI 地 目

面積

ha

現況
樹種所  在 地番 林班番号

別添 3参照別添 2参照10年
(2032930)

別添 1参照ひのき 41 2022.10.141 山林 0.0817279-9 38東市来町
機

〃

山林 0.02 ひのき 4117279-8 38 40

0 09 ひのき 4238 34 山林17279-2

0.03 す ぎ 4538 87 ナ田7279-

42rlr,f,l 0.09 ひのき17279- 38 44

山林 0.02 すぎ 4217279-1 38 43

′′ひのき 4238 33 山林 0.0817279-1

′′4213 山林 0 2516206 38

0 36 す ぎ 6338 1516207

10

す ぎ

山林



乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) る 甲 E

林IJl 小班 地 田
積

ａ

面
ｈ
現況.

樹種

況
齢
現
林 住所又は所在地番 号 所 在 権原の種類 剛意印

備考

日置市
東 ll■来町

養母

17279-9 38 41 山林 0.08 ひのき 41

38 40 rlrf 0.02 ひのき 4117279 8

0.09 ひのき 4217279-2 38 34 LLl林

17279-18 38 87 畑 0.03 す ぎ 45

44 山林 0 09 ひのき 4217279-12 38

0.02 す ぎ 4217279-11 38 43 山林

0.08 ひのき 4217279-1 38 33 山林

16206 38 13 山林 0.25 す ぎ 42

16207 38 15 rlrft 0.36 す ぎ 63

10

日置市長  永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この言1面に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記載注意)  (1)こ の個滞l は ( る が なる場合には、 葉とすること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合に|ま当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種J及び 観 況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとlノ、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)機は、「〇年」又は「〇〇年○○月○○日まで」と記載すること。

地番 氏名又は名称



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1

脚置市伊集院町郡…丁目100番地
(名称 )

日置市長 永山 山高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )

理
号

整
番

令和 4
集 6 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備 考

乙が甲にDを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(3)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

面積
ha
現況
樹種
現 況

林 齢

経営管理権
の始期

地番 林りI zl'!lt 地 日番 号 所 在

別添 3参照10年
(2032 9 30)

別添 1参照 別添 2参照0.09 ひのき 41 2022.10.117285-2 38 53 rlrlt東市来町

10



乙が , け 木 (A を設 以 E

地 目
積

ａ

面
ｈ
現況
樹種
現況

林齢
番 号 所 在 地番 林班 小班 住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

備 考

53 山林 0 09 ひのき 41
日置市
東市来町
養母

17285-2 38

8

10

住

　

住

口置市長 永山 由高 Ｆ

　

　

　

ト́権利1を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1 は、経営 を 異なるり合には、 とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄 の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林ltL台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実演1面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経常管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載されたlAl容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○○午○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

丁 目1島県口 地永山 由高日置市長

(名

(乙 )

管理権の設定を受ける市町

又は所在地 )又

令和 4
集 7

有者 (甲 )
理権を設定する森林の森

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備 考

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法
積

ａ

面
ｈ
現況
樹種
現 況

林齢

経営管理権
の始期

林班 ノlヽ IJI 地 日番号 所  在 地番

別添 3参照別添 2参照2022 10.1
10年
(2032980)

別添 1参照山林 0.10 す ぎ 516197-1 38東市来町

10



A 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森
'

地 目
積

ａ

面

ｈ
現況

樹種

現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所 在 地番 林班 小班 同意印

備考

山林 0.10 す ぎ 51
日置市
東市来町 16197-ll 38

10

Fロ

Fp

日置市長  永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 _θ ) 別事項は、経営管理権を る が る には、 別 る こ

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著 ヒノく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4‐ )(A)欄の「現況樹種 l及び「現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄 は、「〇年」又は |〇〇年○○月○○日まで」と記載すること。

養母



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市田T

村 (乙 )

又は所在地)(氏名又は名称 )経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和 4
集 8

乙が経常管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

備 考

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存統期間

(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

積

ａ

面
ｈ
現況
樹種
現況

林齢

経営管理権
の始期

小fJI 地 目所 在 地番 林班番号

別添 3参照別添 2参照10年
(2032.9.30)

別添 1参照0 25 ひのき 42 2022.10.138 34 山林東市来町

養母

16208-1

す ぎ 50山林 0,0416197-1 38

51山林 0.03 す ぎ16197-1 38

10



の の E本 (A)乙 が る営

tJ'Efi 地 目
積

ａ

面
ｈ
現況
樹種
現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称番号 所 在 地番 林りI 権原の種類 同意印
備考

38 34 山林 0.25 ひのき 42
日置市

東市来町
養母

16208-18

山林 0 04 す ぎ 5016197-15 38 6

5138 山林 0.03 す ぎL6197-14

10

日置市長  永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同 上)

所 (同 上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1 この個別事項は、 を る が異 る に は 、 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者力:
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

町郡一丁目100番地

(所在地)

島県口置市
(名称 )

田置市長 永山 由高
の設定を受ける市町

(乙 )

又 地 )(氏名又は名
令 和 4
集 9

林所有者 (甲 )
営管理権を設定する森林の森

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備 考

乙が甲にDを
支払うべき時

期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)面積

ha
現況
樹種
現況
林齢

経営管理権
の始期

林りI 小班 地 日所 在 地番番号

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照2022. 10.1
10年
(2032.9.30)山林 0.14 づ ぎ 4516204-2 38東 来町

10



A乙 僣
`り

言 E

地番 林 lll 小班 地 日
面積
ha
現況

樹種
現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番 号 所 在 同意自l

備 考

rlrffi 0.14 す ぎ 45
日置市

東市来注r

養母

16204-2 38

10

住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (岡上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

意)  (1)こ の は 、 る 異なる場合には、 とすること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄 の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)llllは、「〇年J又は「〇〇年〇〇月〇〇日まで」と記裁すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

(所在地)

永山 由高日置市長

称 )

(乙 )

管理権の設定を受ける市町

士せ1)( 又(氏名又は名称)営管理権を設定する森林の森
(甲 )

理
号

整
番

令和 4
集 10

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時
期、相手方及
び方法

備 考
経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法
現

樹

況

種
現 況

林齢

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期)
(B)

林 班 /1ヽ班 地 目
積

ａ

面

ｈ番号 所 在 地番

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照す ぎ 44 2022.10.1
10年
(2032.9 30)38 19 山林 0.96東市来町

母

16208-1

45 山林 0 35 す ぎ 5116374-1 38

10



の設乙 を る A を設 す る E

小班 地 目
面積
ha
況
種
現
樹
現況
林齢

番号 所  在 地番 林班 住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印
備考

38 19 山林 0.96 す ぎ 44
日置市
東市来町

養母

16208-1

す ぎ 5116374-1 38 45 山林 0.35

10

日置市長 FIJ

F「

住

　

住

永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 この個別事項は、 を る が異 る場合には、別 とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄 の 1面積Jは林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することと L/、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿にri3載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。                       

｀

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

本



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所在地)

日置市長 永山由高
(名称 )営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

又は所 地 )(又は名称)経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和 4
集 11

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時
期、相手方及
び方法

備 考
経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法
現 況

樹 種

現況
林齢

経営管理権
の政台期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

小班 地 日
面積
ha所 在 地番 林 班番 号

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照ひのき 43 2022.10.1
10年
(2032930)38 48 山林 0.09来町 16208-1

″
33 山林 0.04 ひのき 4316208-1 38

10



の設 け る Aを乙が E)甲以る の 原

地 日
積

ａ

面
ｈ
現 況

樹種

況
齢
現
林 住所又はFJl在地番号 所 在 地番 林班 小班 氏猜又は名称 権原の種類 同意印

備考

48 山林 0.09 ひのき 43
日置市
東市来町
養母

16208-ll 38

0.04 ひのき 4316208-17 38 33 山林

10

日置市長 永山 由高住

　

住

日

　

　

自
権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記載注意)  (1 る事項は、経営管理 を設 が異なる には、 男!| と ること。
(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A
実測

につ

(4)(A
する

(5)(B

の

を

経

の

。
は

欄

積

て

欄

と

欄

＞

面

い
＞

こ

＞

「面積」は林ltL台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、,林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。
「現況樹種」及び「現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに

、 「〇年」又は「○〇年OO月 〇〇日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所 地

日置市 永山 由高
経営管理機の設定を受ける市町
(乙 )

( 又又は名経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

理
号

整
番

イ令不口4
集 12

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考
支払

び方法
期

乙 が を
時

及

Ｄ
き
方

に

べ
手

甲
う
相

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法
況
種
現
樹

況
齢
現
林

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)
小IJl 地 日

面積
ha地番 林班番 号 所 在

別添 3参照別添 2参照
10年
(2031 11 30
)

別添 1参照す ぎ 51 2021 12.138 35 山林 0.18東市来町

9

10



の Eけ る Aの乙

氏峯又は名称 権原の種類 同意印
備考積

ａ

面

ｈ

況
種
現
樹
況
齢
現
林 住所又は所在地林FJII 小 fyI 地 目所  在 地番番 号

0.18 す ぎ 5135 山林
日

来町

養母

16208- 38

10

日置市長 永山 由高住

　

住
権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

記載注意 ) (1) この個別

(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が

変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

ま、経営管理権を る カ なる場合には、 と ること。

「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに

、「〇年」又は「〇〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。

(3)(AI
実測

につ

(4)(A
する

(5)(B

の
を

経

の

ｏ
は

欄

積

て

欄

と

欄

＞

面

い

＞

こ

＞

経営管l■権を設定する



経 営 管 理 権 集 積 計 画

市伊集院町郡一丁目100番地県日置日置市長   永曲 由高
(名称 )経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

又(氏名又は名

(甲 )

を設定する森林の森

令和14

集 13
理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備 考

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等

に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われン

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

積

ａ

面

ｈ
現況

樹 種

況
齢
現
林

経営管理権
の政台期

/トリT 地 目地番 林IIT番号 所  在

別添 3参照別添 2参照別添 1参照2022.10.1
10年
(2032 9 30)lllt^ 0.19 す ぎ 4438 40東市

10



本 A) のる登営管理 の る IE)乙が |

小班 地 目
積

ａ

面

ｈ
現況

樹種

況
齢
現
林 ft‐所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印番 号 所 在 地番 林班

備 考

40 山林 0.19 す ぎ 44
日置市
東市来町
養母

16208-24 38

10

日置市長  永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林P‐/「有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 こ の 事項は、経 を設 る る に は 、 る こ

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付することりまた、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)llllの 「面積Jは林地台帳に記載された地番ごと∽面積を記載することとし、林地台帳に記載されたlm~積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に2段書きにする。なお、当該経常管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」1ま森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(3)欄は、「〇年J又は「〇〇年○○月○○目までJと 記裁すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1個

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地日置市長   永山 由高
(名 称 )営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )
令和 4
集 14 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に庭づい

て行われる経営管理
の内容 (C)地 目

面積
ha

現況

樹種

現況

林 齢

経営管理権
の始期

地番 林班 小班番号 所  在

別添 3参照別添 2参照10年
(2032 9 30)

別添 1参照0 17 す ぎ 46 2022.10.116208-8 38 26 山林東市来町

10



在の設定を受ける森林 (A)乙 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

所 在 地番 林 班 小班 地 目
面積
ha
現況
樹種
現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意日〕番 号

備考

0 17 すぎ 46嚇榊都
16208-8 38 26 rl rt

10

住

　

住

口置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同 上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

)  (1)こ の個別 は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1  イ固男U

児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
地 )

日置市長  永山 由高
(名称 )経営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称)
令和 4
集 16

林所有者 (甲 )
管理権を設定する森林の森

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

面積
ha
現況

樹種
現況

林齢

経営管理権
の始期

林 班 小lJI 地 目番 号 所 在 地番

別添 3参照10年
(20329.30)

別添 1参照 別添 2参照0.17 す ぎ 49 2022.10.138 41 山林東市来町
養母

16372-4

す ぎ 4738 35 山林 0.1216366

〃6138 33 山林 0.05 す ぎ16364-1

〃山林 0.06 ひのき 5516355-3 38 19

〃0.13 ひのき 5438 22 山林16355-6

10



史定を受ける森林 (A)の乙 営 る の E

所 在 地番 林班 小 班 地 日
面積
ha
現況
樹種
現況
林齢

住所又は所在地番 号 氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考

日置市
東市来町
養母

16372-4 38 41 山林 0.17 す ぎ 49

35 rx.ffi. 0.12 す ぎ 4716366 38

す ぎ 6116364-1 38 33 山林 0 05

38 19 山林 0.06 ひのき 5516355‐ 3

22 山林 0.13 ひのき 5416355-6 38

10

Fli

印

日置市長   永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

注意)  (1)こ の個別事項は、 を設 る る に は 、 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 事項

児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

(所在地)

日置市長  永山 由高
(名経営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

(住所又は又は名称)
理
号

整
番

令和 4
集17

林所有者 (甲 )
営管理権を設定する森林の森

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払 うべき時
期、相手方及
び方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等

に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法
現況

林齢

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)
地 目
積

ａ

面

ｈ
現 況

樹 種
地番 林FJI 小lJl番 号 所 在

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照49 2022.10.1
10年
(203293028 山林 0.05 す ぎ東市来町

母

16360 38

〃llltt 0.66 ひのき 4716355-7 38 23

0.18 す ぎ 45 〃38 17 山林16355-1

10



乙 (A) 経 る の 甲 E

備考
番号 所 在 地番 林り1 /1ヽ fJ[ 地 目

面積
ha
現況

樹 種

現況

林 齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

日置市
東市来町
養母

16360 38 28 山林 0 05 す ぎ 49

16355-7 38 23 山林 0.66 ひのき 47

16355-1 38 17 山林 0.18 す ぎ 45

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同 L)

所 (同上)

日置市長   永山 由高 印

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 ) F「

(記載注意)  (1)こ の個澱l は 、 を設 る 力` る に は 、 ること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。
(3)(A)機の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。
(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年J又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

と



経 営 管 理 権 集 積 計 画

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所在地 )

口置市長 永 1lI 由高
(名称 )経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

又は所( 地又は名称 )(氏

令和 4
集 18 経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払うべき時

期、相手方及
び方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間

(終期 )
(B)

地 日
面積
ha

現況
樹種

況
齢
現
林地番 林ljl 小班番 号 所 在

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照2021. 12 1
10年
(2031 11 30

)

山林 0.18 す ぎ 4916372-2 38 39東市来町

養母
〃ひのき 4438 38 山林16372-1

ひのき 5337 山林

0.14

0.1116371 38

10



E)を設 甲以る のEの設定を受ける森林 (AI乙が経営管理

積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹
現 況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

備考
地番 林班 /1ヽリモ 地 日番 号 所 在

山林 0.18 す ぎ 4916372-2 38 39
日置市

東市来町
養母

4438 38 山林 0.14 ひのき16372-1

53山林 0.11 ひのき16371 38 37

10

日置市長 永山 由高住

　

住

Ｆ

　

　

　

Ｆ

権利1を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

記 (1)こ の は、経営管理権を設 す る る に は 、カ とり
｀
ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年J又は「〇〇年〇〇月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所在地)

日置市長  永山 由高
(名称)経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地 )又は名称 )経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和 4

集 19

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及

び方法

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ′

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

経営管理権
の女台期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)
面積
ha

現況

樹種

現況

林齢林班 ノlヽ 班 地 目所  在 地番番 号

別添 3参照別添 2参照別添 1参照59 2022.10.1
10年
(2032 9 30)山林 0.06 す ぎ38 32

日

東市来
||

16364

10



乙 が る IA) の E

備考
番 弓 所  在 地番 林llI 小班 地 日

面積
ha
現況

樹種

現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

l

日置市

東南来町

養母

16864 38 32 山林 0.06 す ぎ 59

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

FJl(同上)

所 (同上 )

目置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

紳 rrビ(1) この |ま、 る る にヤま、 る こ

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積Jは林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の 「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に.・L載 された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又|ま 「○〇年○○月〇〇聞まで」と記載すること。

本 経営管理権を設定する



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 男Il

島県日置市伊集院町郡一「
目100番地日置市長 永山 由高

(名経営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

住所又は所在地)(氏名又は名称 )

林所有者 (甲 )
管理権を設定する森林の森

理
号

整
番

令和 4
引篭20

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

経営管理権
の始期

地 目
積

ａ

面
ｈ
現況
樹種
現況
林齢林班 ,l'9I所 在 地番番号

別添 3参照別添 2参照別添 1参照49 2022.10.1
10年
(2032 9 30)山林 0.03 す ぎ38 26東市来町

養母

16358

0.03 す ぎ 5138 16 山林16354

す ぎ 62 ″山林 0.02161365 38 34
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A)乙 カ の る 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

ノ」ヽ班 地 目
面積
ha
現況

樹種
現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番 号 所 在 地番 林班 同意印
備 考

38 26 rlrt4 0.03 づ ぎ 49
口置市

東市来町

養母

16358

山林 0.03 す ぎ 5116354 38 16

す ぎ 6216365 38 34 山林 0.02

10

住

　

住

日置市長 永山 由高 印

　

印権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 この個別事項は、 を言比 る る には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所 地 )

日置市長 永山 由高
(名称

(乙 )

管理権の設定を受ける市町

(住所又は所在地 )(氏名又は名称 )
令和 4
集21 管理権を設定する森林の森

者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等

に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)現況

林齢

経営管理権
の始期

地 日
積

ａ

面
ｈ
現況

樹種
/1ヽ班地番 林班番 号 所 在

別添 3参照別添 2参照別添 1参照10年
(2032930)

43 2022 10.1r!t.t 4 19 す ぎ38 20東市来町
母

16208-2

10



σ) のる Eの設 Aる乙

現況
樹種
現況
林齢

住所又は所在地 氏率又は名称 権原の種類 同意印
備 考

林班 ノlヽ班 地 目
積

ａ

面

ｈ番号 所  在 地番

4.19 す ぎ 4338 20 山林

日置市
東市来町
養母

16208-2

10

FP

F「

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1)こ の個別 は 、 理権を設定する 異ヾなる に |ま、 ること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄 の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄 の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載され′た内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄 は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(所在地)(名 称 )

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

(住所又(氏名又は名称 )
令和 4
タヨ22 経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

乙が甲にDを
支払 うべき時
期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等

に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存統期間

(終期 )

(B)
面積
ha
現況
樹種

況
齢
現
林小班 地 目地番 林りI番号 所 在

別添 3参照別添 2参照10年
(2032 9 30)

別添 1参照2022.10.10.51 す ぎ 4336 山林38東市来町

10



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

積

ａ

面
ｈ
現況
樹種

況
齢
現
林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印
備考

地番 林班 小班 地 目番 号 所 在

す ぎ 4338 36 山林 0.51
日置市
東市来町
養母

16208-20

10

住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記 注 (1)こ の は 、 理権を る る には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住F4‐が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の 「現況樹種」及び「現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は 「〇〇年○○月○○日まで」と記載すること。


